
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
よ
り
75

歳
以
上
の
方
の
保
険
料
が
変
わ
り
ま

す(

ウ
ラ
面
に
試
算)

。
一
人
ひ
と
り

の
保
険
料
額
は
７
月
に
区
か
ら
通
知

さ
れ
、
７
月
か
ら
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
年
金
が
月
額
１
万
５
千
円
以
上

の
方
は
年
金
天
引
き
、
１
万
５
千
円

未
満
の
方
は
納
付
書
な
ど
で
区
に
納

め
る
普
通
徴
収
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
08
年
度
に
つ
い
て
は
年

金
月
額
１
万
５
千
円
以
上
の
方
は
１

年
分
の
保
険
料
を
６
回
に
分
け
て
納

付
。
７
月
～
９
月
の
３
回
分
は
納
付

書
な
ど
に
よ
る
納
付
、
10
月
分
か
ら

年
金
天
引
き
で
す
。
ま
た
、
年
金
が

月
額
１
万
５
千
円
未
満
の
方
は
１
年

分
を
９
回(

７
月
～
３
月)

に
分
け
て

納
付
し
ま
す
。
な
お
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料
が
年
金

の
半
額
を
超
え
る
方
も
同
じ
。
保
険

料
を
滞
納
す
る
と
保
険
証
を
も
ら
え

な
い
事
態
も
で
て
き
ま
す
。

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
へ
の

ご
意
見
や
ご
質
問
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
を
差
別
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
４

月
か
ら
実
施
、
７
月
か
ら
保
険
料(

ウ
ラ
面
参
照)

が
徴
収
さ
れ
ま
す
。
政

府
は
受
け
ら
れ
る
医
療
を
制
限
す
る
こ
と
も
計
画
し
て
お
り
、
品
川
区
主

催
の
説
明
会
で
は
参
加
者
か
ら
怒
り
の
声
が
殺
到
し
ま
し
た
。

月 保険料徴収
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週

刊

後期高齢

医療制度
か
ら

制度を知らない高齢者も多いのに
４月からスタートへ

後期高齢者医療の特徴は…

①保険料を年金から天引き

②受けられる医療の制限

介護保険料とあわせて年金天引き。

社会保険扶養家族にも保険料を負担させる。

保険料を払わなければ保険証を発行しない。

７５歳以上の診療報酬を別立てにして、同じ医

療でも医者への支払いを少なくする。

終末期患者への過剰な治療制限と在宅死の推進。

｢姥捨て山｣と批

判されている

とんでもない制

度です。



上
の
表
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
で
の
東
京
都
の
保
険
料
で
す
。
保

険
料
の
平
均
は
９
万
円
。
低
所
得
者

に
配
慮
し
た
と
い
う
説
明
で
す
が
重

い
負
担
で
す
。
し
か
も
、
年
収
が
お

よ
そ
４
０
０
万
円
以
下
は
現
在
の
国

民
健
康
保
険
料
よ
り
高
く
な
る
が
、

４
０
０
万
円
を
超
え
る
と
、
逆
に
安

く
な
る(

▲
は
マ
イ
ナ
ス)

と
い
う
不

公
平
な
仕
組
み
で
す
。

し
か
も
、
こ
れ
ま
で
保
険
料
負
担

が
な
か
っ
た
社
会
保
険
扶
養
家
族
も

保
険
料
を
徴
収
し
ま
す
。
福
田
内
閣

と
自
民
・
公
明
は
、
今
年
の
４
月
～

９
月
は
無
料
な
ど｢

保
険
料
徴
収
を

凍
結
す
る｣

と
宣
伝
し
ま
す
が
、
１

年
後
に
は｢

解
凍｣

し
て
本
来
の
額
を

徴
収
し
ま
す
。

参加者から
怒りの声次々…

後期高齢者医療制度の品川区説明会が

６ヶ所で開催されました。

１３日(木)夜の荏原文化センターでの

説明会でのこと。区担当者からの説明後

の質疑で、参加者から｢公平な負担という

が保険料は低所得者が増えて高所得者が

減るのはおかしい｣、｢年寄りは何十年も

保険料を払ってきたのにまた払えという

のは納得できない｣、｢戦中

戦後を生き延びてきた年寄

りに冷たい｣―など、次々に

怒りの声がだされました。

年金収入(参考) 国保保険料(現在) 後期高齢者保険料 増 減

１５３万円以下 １０,５３０円 １１,３４０円 ＋ ８１０円
１６０万５千円 １２,１４２円 １１,３４０円 ▲ ８０２円
１７０万５千円 １３,７５４円 ２１,７７０円 ＋ ８,０１６円
１８３万 円 ２４,９４４円 ２８,７４０円 ＋ ３,７９６円
２００万５千円 ３２,６０１円 ５３,６１０円 ＋ ２１,００９円
２１０万５千円 ４７,７８１円 ６７,９６０円 ＋ ２０,１７９円
２１８万 円 ５１,２６８円 ７２,８８０円 ＋ ２１,６１２円
２２８万 円 ５５,９１８円 ７９,４４０円 ＋ ２３,５２２円
２３５万５千円 ５９,４０６円 ８４,３６０円 ＋ ２４,９５４円
２４５万５千円 ６５,６６８円 ９８,４８０円 ＋ ３２,８１２円
２７０万５千円 ９２,４３５円 １１４,８８０円 ＋ ２２,４４５円
３１３万 円 １２７,８６８円 １４２,７６０円 ＋ １４,８９２円
３７４万 円 １６８,７８８円 １７５,５６０円 ＋ ６,７７２円
４３７万１千円 ２１５,３６５円 ２０８,３６０円 ▲ ７,００５円
４９５万９千円 ２６９,１５０円 ２４１,１６０円 ▲ ２７,９９０円
５５４万７千円 ３２３,８９６円 ２７３,９６０円 ▲ ４９,９３６円
６１３万５千円 ３７８,６４２円 ３０６,７６０円 ▲ ７１,８８２円
６７２万４千円 ４３３,３２６円 ３３９,５６０円 ▲ ９３,７６６円
７３５万９千円 ４８８,０１０円 ３７２,３６０円 ▲１１５,６５０円
７９０万５千円 ５２２,６７６円 ４０６,８００円 ▲１１５,８７６円
８４０万５千円 ５３０,０００円 ４３７,９６０円 ▲ ９２,０４０円
８８２万６千円 ５３０,０００円 ４６４,２００円 ▲ ６５,８００円
９２２万１千円 ５３０,０００円 ４８８,８００円 ▲ ４１,２００円
９５４万円 超 ５３０,０００円 ５００,０００円 ▲ ３０,０００円

後期高齢者医療と国民健康保険の保険料比較 品川区の説明会
資料をもとに作

年金収入および現在の

国保料は概算。保険料

は二人世帯の世帯主を

想定しました。

後
期
高
齢
者
医
療
は

中
止･

撤
回
さ
せ
よ
う
！

低
所
得
者
は
増
額
な
の
に
、

高
所
得
者
は
減
額
の
不
公
平
！

後期高齢

保 険 料

法律相談は４月１８日(金)

会場:みやざき克俊事務所
電話３７８６-６６７４

無
料


